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亀山市手数料条例の一部改正について  

 

亀山市手数料条例の一部を別紙のとおり改正する。  
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別  紙  

亀山市手数料条例の一部を改正する条例  

 

提案理由  

 条例の改正について、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



亀山市条例第    号  

 

   亀山市手数料条例の一部を改正する条例  

 

亀山市手数料条例（平成１７年亀山市条例第５７号）の一部を次

のように改正する。  

 別表第５の２の（１）の表中  

「  

 

                             

                           」  

「  

 

 

                            に  

 

 

                           」  

改 め 、 別 表 第 ５ の ２ の （ ２ ） の 表 中 「 ２ ６ ０ ， ４ ０ ０ 円 」 を 「  

２５６，７００円」に、  

「  

                             

 

                           」  

「  

                             

 

                            

 

 

床面積が３００平

方メートルを超え

２，０００平方メ

ートル以内のもの  

２８，９００円  １９４，５００円  

 

床面積が３００平

方メートルを超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの  

１８，４００円  １５５，５００円  

床面積が１，０００

平方メートルを超

え２，０００平方

メートル以内のも

の  

２８，９００円  １９４，５００円  

 

床面積が３００

平方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

２８，９００

円  

１５７，３００

円 

４１５，１００

円 

 

を  

を  

床面積が３００

平方メートルを

超え１，０００

平方メートル

以内のもの  

１８，４００

円  

１２４，９００

円 

３２１，６００

円 

 



 

 

 

 

                            」  

「５９０，９００円」を「５９２，６００円」に、「７２４，７００

円」を「７３０，０００円」に、「８５４，２００円」を「８６２，

９００円」に、「９７５，０００円」を「９８４，５００円」に改

め、別表第５の３の（１）の表中  

「  

 

 

                           」  

「  

 

 

                            に  

 

 

                           」  

改 め 、 別 表 第 ５ の ３ の （ ２ ） の 表 中 「 １ ３ １ ， ２ ０ ０ 円 」 を 「  

１２９，４００円」に、  

「  

                             

 

                           」  

「  

                             

 

                            

床面積が１，  

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの  

２８，９００

円  

１５７，３００

円 

４１５，２００

円 

 

床面積が３００平

方メートルを超え

２，０００平方メ

ートル以内のもの  

１７，３００円  １００，１００円  

 

床面積が３００平

方メートルを超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの  

１１，０００円  ７９，５００円  

床面積が１，０００

平方メートルを超

え２，０００平方

メートル以内のも

の  

１７，３００円  １００，１００円  

 

に、  

を  

床面積が３００

平方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

１７，３００

円  

８１，５００

円  

２１０，４００

円 

 

を  

床面積が３００

平方メートルを

超え１，０００

平方メートル

以内のもの  

１１，０００

円  

６４，３００円  １６２，６００

円 

 



 

 

 

 

                            」  

「３０４，１００円」を「３０５，３００円」に、「３７６，１００

円」を「３７９，３００円」に、「４４４，４００円」を「４４９，

６００円」に、「５０９，２００円」を「５１４，９００円」に改

める。  

別表第６の１の表３の項中「第３６条第１項」を「第４１条第１

項」に、「４の表」を「７の表」に改め、同項を同表６の項とし、

同表２の項中「第３１条第１項」を「第３６条第１項」に、「３の

表」を「６の表」に、「２の表」を「５の表」に、「第３１条第２

項」を「第３６条第２項」に、「第３０条第２項」を「第３５条第

２項」に改め、同項を同表５の項とし、同表１の項中「（平成２７

年法律第５３号）第２９条第１項」を「第３４条第１項」に、「２

の表」を「５の表」に、「第３０条第２項」を「第３５条第２項」

に改め、同項を同表４の項とし、同項の前に次のように加える。  

１  建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成

２７年法律第５３号）第１２

条第１項又は第１３条第２項

の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に係

る審査  

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性判定手数料  

２の表に定める

金額  

２  建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第１２

条第２項又は第１３条第３項

の規定に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定に係

る審査  

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性変更判定手数

料  

３の表に定める

金額  

３  建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律第１２

条第２項又は第１３条第３項

に規定する軽微な変更に該当  

建築物エネルギ

ー消費性能適合

性判定に係る軽

微な変更に該当  

４の表に定める

金額  

床面積が１，  

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの  

１７，３００

円  

８１，５００円 ２１０，６００

円 

 

に、  



していることを証する書面の

交付申請に対する審査  

する旨の証明書

交付申請手数料  

 

別表第６の４の（１）の表中「第２条第３号」を「第２条第１項

第３号」に、  

「  

                             

 

                           」  

「  

                             

 

                            

 

 

 

                            」  

改め、別表第６の４の（２）の表中「第２条第３号」を「第２条第

１項第３号」に、「２６０，４００円」を「２５６，７００円」に、  

「  

 

 

                           」  

「  

 

 

 

 

 

 

                          」  

床面積が３００

平方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

２８，９００

円  

１５７，３００

円 

４１５，１００

円 

 
床面積が３００

平方メートル

を超え１，０００

平方メートル

以内のもの  

１８，４００

円  

１２４，９００

円 

３２１，６００

円 

床面積が１，  

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの  

２８，９００

円  

１５７，３００

円 

４１５，２００

円 

 

を  

に、  

床面積が３００

平方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

２８，９００

円  

１９４，５００

円  

１９４，５００

円 

 

を  

床面積が３００

平方メートルを

超え１，０００

平方メートル

以内のもの  

１８，４００

円  

１５５，５００

円 

１５５，５００

円 

床面積が１，  

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの  

２８，９００

円  

１９４，５００

円 

１９４，５００

円 

 

に  



「５９０，９００円」を「５９２，６００円」に、「７２４，７００

円」を「７３０，０００円」に、「８５４，２００円」を「８６２，

９００円」に、「９７５，０００円」を「９８４，５００円」に改

め、別表第６の４を別表第６の７とし、別表第６の３の（１）の表

中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に、  

「  

 

                           」  

「  

 

                            に  

 

                           」  

改め、別表第６の３の（２）の表中「第３０条第１項各号」を「第

３５条第１項各号」に、「第３０条第１項第１号」を「第３５条第

１項第１号」に、「１３１，２００円」を「１２９，４００円」に、  

「  

 

 

                           」  

「  

 

 

 

 

 

 

                          」  

床面積が３００平

方メートルを超え

２，０００平方メ

ートル以内のもの  

１７，３００円  １００，１００円  

 
床面積が３００平

方メートルを超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの  

１１，０００円  ７９，５００円  

床面積が１，０００

平方メートルを超

え２，０００平方

メートル以内のも

の  

１７，３００円  １００，１００円  

 

床面積が３００

平方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

１７，３００

円  

８１，５００

円  

２１１，４００

円 

 
床面積が３００

平方メートル

を超え１，０００

平方メートル

以内のもの  

１１，０００

円  

６４，３００

円  

１６２，６００

円 

床面積が１，  

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの  

１７，３００

円  

８１，５００

円  

２１０，６００

円 

 

を  

を  

に、  



「３０４，１００円」を「３０５，３００円」に、「３７６，１００

円」を「３７９，３００円」に、「４４４，４００円」を「４４９，

６００円」に、「５０９，２００円」を「５１４，９００円」に改

め、別表第６の３を別表第６の６とし、別表第６の２の（１）の表

中「第３０条第１項各号」を「第３５条第１項各号」に、  

「  

 

                           」  

「  

 

 

                            に  

 

 

                           」  

改め、別表第６の２の（２）の表中「第３０条第１項各号」を「第

３５条第１項各号」に、「第３０条第１項第１号」を「第３５条第

１項第１号」に、「２６０，４００円」を「２５６，７００円」に、  

「  

 

 

                           」  

「  

 

 

 

 

 

 

床面積が３００平

方メートルを超え

２，０００平方メ

ートル以内のもの  

２８，９００円  １９４，５００円  

 

床面積が３００平

方メートルを超え

１，０００平方メ

ートル以内のもの  

１８，４００円  １５５，５００円  

床面積が１，０００

平方メートルを超

え２，０００平方

メートル以内のも

の  

２８９，０００円  １９４，５００円  

 

床面積が３００

平方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

２８，９００

円  

１５７，３００

円 

４１５，１００

円 

 
床面積が３００

平方メートル

を超え１，０００

平方メートル

以内のもの  

１８，４００

円  

１２４，９００

円 

３２１，６００

円 

床面積が１，  

０００平方メ

ートルを超え

２，０００平

方メートル以

内のもの  

２８，９００

円  

１５７，３００

円 

４１５，２００

円 

 

を  

を  

に、  

」  



「５９０，９００円」を「５９２，６００円」に、「７２４，７００

円」を「７３０，０００円」に、「８５４，２００円」を「８６２，

９００円」に、「９７５，０００円」を「９８４，５００円」に改

め、別表第６の２を別表第６の５とし、別表第６の１の表の次に次

の３表を加える。  

２  建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料  

建築物エネ

ルギー消費

性能適合性

判定を行う

建築物の床

面積の区分  

１件当たりの手数料の金額  

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画に建

築物のエネル

ギー消費性能

の向上に関す

る法律第３４

条第３項各号

に掲げる事項

が記載されて

いる場合の同

項に規定する

他の建築物に

おいて、当該

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画と当

該他の建築物

における建築

物エネルギー

消費性能確保

計画が同様の

方法により評

価されたもの

である場合  

その他の場合  

建築物の非

住宅部分の

用途が工場

等（工場そ

の他市長が

別に定める  

用途をいう。  

以下この表

において同

じ。）であ

る場合  

建築物の非住宅部分の

用途が工場等以外であ

る場合  

判定に係る

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画が、建築

物のエネル

ギー消費性

能の向上に

関する法律

第２条第１

項第３号の

規定に基づ

き定められ

た簡易な評

価方法であ

って市長が

別に定める

方法により

評価された

ものである

場合  

左記以外の

評価方法に

より評価さ

れたもので

ある場合  

３００平方

メートル以

内のもの  

１０，０００円 ２１，０００

円 

９８，０００

円 

２５６，０００

円 

３００平方

メートルを

超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの  

１８，０００円 ２９，０００

円 

１２４，０００

円 

３２１，０００

円 



１，０００

平方メート

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の  

２８，０００円 ４２，０００

円 

１６４，０００

円 

４１５，０００

円 

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の  

８６，０００円 １０７，０００

円 

２６６，０００

円 

５９２，０００

円 

５，０００

平方メート

ル を 超 え

１０，０００

平方メート

ル以内のも

の  

１３７，０００

円 

１６１，０００

円 

３４８，０００

円 

７３０，０００

円 

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の  

１７３，０００

円 

２００，０００

円 

４１８，０００

円 

８６２，０００

円 

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの  

２１７，０００

円 

２４９，０００

円 

４９０，０００

円 

９８４，０００

円 

備考  

１  建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げ

る事項が記載されている場合の同項に規定する他の建築物

において、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該

他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が

同様の方法により評価されたものである場合以外の場合に

おける工場等及び工場等以外の用途を有する建築物の手数

料の金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に

定める金額とする。  

ア  工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規  



模の場合  建築物における非住宅部分全体の床面積の区

分に応じた第３欄に定める金額  

イ  工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の

場合  建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に

応じた第４欄又は第５欄に定める金額  

ウ  ア又はイに規定する場合以外の場合  建築物における

工場等の用途の部分の床面積の区分に応じた第３欄に定

める金額と工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応

じた第４欄又は第５欄に定める金額とを合算した額。た

だし、合算した額が当該建築物における非住宅部分全体

の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める金額

を超える場合は、当該第４欄又は第５欄の金額  

２  住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、非  

住宅部分における床面積の区分及び用途に応じて算定する。  

３  建築物エネルギー消費性能適合性変更判定手数料  

建築物エネ

ルギー消費

性能適合性

判定を行う

建築物の床

面積の区分  

１件当たりの手数料の金額  

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画に建

築物のエネル

ギー消費性能

の向上に関す

る法律第３４

条第３項各号

に掲げる事項

が記載されて

いる場合の当

該建築物エネ

ルギー消費性

能向上計画の

変更に係る同

項に規定する

他の建築物に

おいて、当該

建築物エネル

ギー消費性能

向上計画と当

該他の建築物

における建築

物エネルギー

消費性能確保

計画が同様の  

その他の場合  

建築物の非

住宅部分の

用途が工場

等（工場そ

の他市長が

別に定める  

用途をいう。  

以下この表

において同

じ。）であ

る場合  

建築物の非住宅部分の

用途が工場等以外であ

る場合  

判定に係る

建築物エネ

ルギー消費

性能確保計

画が、建築

物のエネル

ギー消費性

能の向上に

関する法律

第２条第１

項第３号の

規定に基づ

き定められ

た簡易な評

価方法であ

って市長が

別に定める

方法により

評価された

ものである

場合  

左記以外の

評価方法に

より評価さ

れたもので

ある場合  



 方法により評

価されたもの

である場合  

   

３００平方

メートル以

内のもの  

６，０００円 １１，０００

円 

５０，０００

円 

１２９，０００

円 

３００平方

メートルを

超 え １ ，

０００平方

メートル以

内のもの  

１１，０００円 １６，０００

円 

６４，０００

円 

１６２，０００

円 

１，０００

平方メート  

ル を 超 え

２，０００

平方メート

ル以内のも

の  

１７，０００円 ２４，０００

円 

８５，０００

円 

２１０，０００

円 

２，０００

平方メート

ル を 超 え

５，０００

平方メート

ル以内のも

の  

５２，０００円 ６２，０００

円 

１４２，０００

円 

３０５，０００

円 

５，０００

平方メート

ル を 超 え

１０，０００

平方メート

ル以内のも

の  

８２，０００円 ９５，０００

円 

１８８，０００

円 

３７９，０００

円 

１０，０００

平方メート

ル を 超 え

２５，０００

平方メート

ル以内のも

の  

１０４，０００

円 

１１８，０００

円 

２２７，０００

円 

４４９，０００

円 

２５，０００

平方メート

ルを超える

もの  

１３０，０００

円 

１４７，０００

円 

２６８，０００

円 

５１４，０００

円 



備考  

１  建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギ

ー消費性能の向上に関する法律第３４条第３項各号に掲げ

る事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費

性能向上計画の変更に係る同項に規定する他の建築物にお

いて、当該建築物エネルギー消費性能向上計画と当該他の

建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画が同様

の方法により評価されたものである場合以外の場合におけ

る工場等及び工場等以外の用途を有する建築物の手数料の

金額は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定め

る金額とする。  

ア  工場等以外の用途の部分について市長が別に定める規

模の場合  建築物における非住宅部分全体の床面積の区  

分に応じた第３欄に定める金額  

イ  工場等の用途の部分について市長が別に定める規模の

場合  建築物における非住宅部分全体の床面積の区分に

応じた第４欄又は第５欄に定める金額  

ウ  ア又はイに規定する場合以外の場合  建築物における

工場等の用途の部分の床面積の区分に応じた第３欄に定

める金額と工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応

じた第４欄又は第５欄に定める金額とを合算した額。た

だし、合算した額が当該建築物における非住宅部分全体  

の床面積の区分に応じた第４欄又は第５欄に定める金額

を超える場合は、当該第４欄又は第５欄の金額  

 ２  住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、非  

住宅部分における床面積の区分及び用途に応じて算定する。  

４  建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る軽微な変更に該当

する旨の証明書交付申請手数料  

建築物エネル

ギー消費性能

適合性判定を

行う建築物の

床面積の区分  

１件当たりの手数料の金額  

建築物の非住宅

部分の用途が工

場等（工場その

他市長が別に定

める用途をいう。

以下この表にお

いて同じ。）で

ある場合  

建築物の非住宅部分の用途が工

場等以外である場合  

判定に係る建築

物エネルギー消

費性能確保計画

が、建築物のエ

ネルギー消費性

能の向上に関す

る法律第２条第

１項第３号の規

定に基づき定め  

左記以外の評価

方法により評価

されたものであ

る場合  



  られた簡易な評

価方法であって

市長が別に定め

る方法により評

価されたもので

ある場合  

 

３００平方メ

ートル以内の

もの  

５，０００円 ２５，０００円 ６４，０００円 

３００平方メ

ートルを超え

１，０００平

方メートル以

内のもの  

８，０００円 ３２，０００円 ８１，０００円 

１，０００平

方メートルを

超え２，０００

平方メートル

以内のもの  

１２，０００円 ４２，０００円 １０５，０００円 

２，０００平

方メートルを

超え５，０００

平方メートル

以内のもの  

３１，０００円 ７１，０００円 １５２，０００円 

５，０００平

方メートルを

超え１０，０００

平方メートル

以内のもの  

４７，０００円 ９４，０００円 １８９，０００円 

１０，０００

平方メートル

を超え２５，

０００平方メ

ートル以内の

もの  

５９，０００円 １１３，０００円 ２２４，０００円 

２５，０００

平方メートル

を超えるもの  

７３，０００円 １３４，０００円 ２５７，０００円 

備考  

１  工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等以

外の用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限

る。）については、当該建築物における非住宅部分全体の

床面積の区分に応じた第２欄に定める金額とする。  

２  工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（工場等の  



用途の部分について市長が別に定める規模の場合に限る。）  

については、当該建築物における非住宅部分全体の床面積

の区分に応じた第３欄又は第４欄に定める金額とする。  

 ３  工場等及び工場等以外の用途を有する建築物（前２項に

規定する場合を除く。）については、当該建築物における

工場等の用途の部分の床面積の区分に応じた第２欄に定め

る金額と工場等以外の用途の部分の床面積の区分に応じた

第３欄又は第４欄に定める金額とを合算した額とする。た

だし、合算した額が当該建築物における非住宅部分全体の  

床面積の区分に応じた第３欄又は第４欄に定める金額を超

える場合は、当該第３欄又は第４欄の金額とする。  

 ４  住宅部分及び非住宅部分を有する建築物については、非  

住宅部分における床面積の区分及び用途に応じて算定する。  

附  則  

この条例は、令和３年４月１日から施行する。  




